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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
一
号

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

第
十
五
条
の
四
の
三

（
略
）

第
十
五
条
の
四
の
三

（
略
）

２

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
対
象
期
間
中
に
実
施
さ
れ
た
第
百
二

２

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
対
象
期
間
中
に
実
施
さ
れ
た
第
百
二

条
の
三
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
休
業
等
（
当
該
休
業
等
に
つ
い
て
雇

条
の
三
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
休
業
等
（
当
該
休
業
等
に
つ
い
て
雇

用
調
整
助
成
金
が
支
給
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

用
調
整
助
成
金
が
支
給
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に

い
て
単
に
「
休
業
等
」
と
い
う
。
）
の
日
数
は
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
に

「
休
業
等
」
と
い
う
。
）
の
日
数
は
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

規
定
す
る
基
準
雇
調
金
の
対
象
期
間
の
開
始
の
日
以
後
の
支
給
日
数
に
含
め

基
準
雇
調
金
の
対
象
期
間
の
開
始
の
日
以
後
の
支
給
日
数
に
含
め
な
い
。

な
い
。

３

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
に
係
る
第
百
二
条
の
三
第
一

３

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
に
係
る
第
百
二
条
の
三
第
一

項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ

中
「
当
該
事
業
主
が

項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「

に
規
定
す
る
判
定

(１)
(ⅰ)

(５)

指
定
し
た
日
（
前
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
過
去
に
雇
用
調
整
助
成
金

基
礎
期
間
の
初
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
事
業
主
に
被
保
険
者
と
し
て
継
続

の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
事
業
主
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
し
た
日
が

し
て
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
六
箇
月
未
満
で
あ
る
被
保
険
者
、
解
雇
を
予
告
さ

当
該
事
業
主
の
直
前
の
対
象
期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

れ
た
被
保
険
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
解
雇
を
予
告
さ
れ
た
被
保
険
者
等
」
と

を
超
え
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
起
算
し
て
一
年
」
と
あ
る
の
は
、
「

、
同
号
イ

中
「
当
該
事
業
主
が
指
定
し
た
日
（
前
号
イ
に
該
当
す
る
も

(１)
(ⅰ)

当
該
事
業
主
が
指
定
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
（
当
該
事
業
主
が
指
定
し

の
と
し
て
過
去
に
雇
用
調
整
助
成
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
事
業
主

た
日
が
令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
し
た
日
が
当
該
事
業
主
の
直
前
の
対
象
期
間
の
満

に
あ
る
場
合
は
、
当
該
事
業
主
が
指
定
し
た
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一

了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら

日
ま
で
）
」
と
す
る
。

起
算
し
て
一
年
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
業
主
が
指
定
し
た
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
（
当
該
事
業
主
が
指
定
し
た
日
が
令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
令

和
三
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
は
、
当
該
事
業
主
が
指
定
し

た
日
か
ら
令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
）
」
と
、
同
号
ロ
中
「
出
向
を
し

た
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
事
業
所
の
事
業
主
に
被
保
険
者
と
し
て
継
続
し

て
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
六
箇
月
未
満
で
あ
る
被
保
険
者
、
解
雇
を
予
告
さ
れ

た
被
保
険
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
解
雇
を
予
告
さ
れ
た
被
保
険
者
等
」
と
す

る
。

４

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
が
行
う
対
象
被
保
険
者
の
休

４

休
業
等
を
行
う
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
に
つ
い
て
は
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業
等
に
係
る
第
百
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
本

、
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

文
中
「
百
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
日
に
令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
令

和
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
中
に
判
定
基
礎
期
間
の
初
日
が
あ
る
休

業
等
（
当
該
休
業
等
に
つ
い
て
雇
用
調
整
助
成
金
が
支
給
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
の
実
施
日
数
を
加
え
た
日
数
」
と
す
る
。

５

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
が
行
う
第
三
項
の
規
定
に
よ

５

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
が
行
う
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
対

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
対

象
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
の

象
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
の

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
中
に
同
号
イ

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
中
に
同
号
イ

に
規
定
す
る
判
定
基
礎
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
判
定

に
規
定
す
る
判
定
基
礎
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
判
定
基
礎
期
間

(５)

(５)

基
礎
期
間
」
と
い
う
。
）
の
初
日
が
あ
る
休
業
等
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二

」
と
い
う
。
）
の
初
日
が
あ
る
休
業
等
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号

項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
休
業
等
に
係
る
同
号
の
規
定
に
よ

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
休
業
等
に
係
る
同
号
の
規
定
に
よ
り
対
象
被

り
対
象
被
保
険
者
に
支
払
つ
た
手
当
又
は
賃
金
の
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て

保
険
者
に
支
払
つ
た
手
当
又
は
賃
金
の
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
算
定
し
た

算
定
し
た
額
の
三
分
の
二
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
つ
て
は
、
五
分
の
四
）

額
の
三
分
の
二
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
つ
て
は
、
五
分
の
四
）
の
額
（
そ

の
額
（
そ
の
額
を
当
該
手
当
の
支
払
の
基
礎
と
な
つ
た
日
数
で
除
し
て
得
た

の
額
を
当
該
手
当
の
支
払
の
基
礎
と
な
つ
た
日
数
で
除
し
て
得
た
額
が
一
万

額
が
一
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
に
当
該
日
数
を
乗
じ
て
得
た

五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
に
当
該
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
に
同

額
）
に
同
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
を
実
施
し
た
日
数
に

条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
を
実
施
し
た
日
数
に
応
じ
た
訓

応
じ
た
訓
練
費
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
訓
練
費
」
と
い
う
。
）
を
加
算

練
費
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
訓
練
費
」
と
い
う
。
）
を
加
算
し
た
額
を

し
た
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

６
～

（
略
）

６
～

（
略
）

19

19

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
が
行
う
対
象
被
保
険
者
の
令

（
新
設
）

20
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
中
に
判
定

基
礎
期
間
の
初
日
が
あ
る
休
業
等
に
つ
い
て
は
、
第
百
二
条
の
三
第
二
項
第

一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
休
業
等
に
係
る
同
号
の
規
定
に
よ
り
対

象
被
保
険
者
に
支
払
つ
た
手
当
又
は
賃
金
の
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
算
定

し
た
額
の
二
分
の
一
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
つ
て
は
、
三
分
の
二
）
の
額

（
そ
の
額
を
当
該
手
当
の
支
払
の
基
礎
と
な
つ
た
日
数
で
除
し
て
得
た
額
が

基
本
手
当
日
額
の
最
高
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
に
当
該
日
数
を
乗
じ

て
得
た
額
）
に
訓
練
費
を
加
算
し
た
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
で
あ
つ
て
、
特
に
業
況
が
悪

（
新
設
）

21
化
し
て
い
る
も
の
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
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が
行
う
対
象
被
保
険
者
の
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
三
十

一
日
ま
で
の
期
間
中
に
判
定
基
礎
期
間
の
初
日
が
あ
る
休
業
等
に
対
す
る
前

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
基
本
手
当
日
額
の
最
高
額
」
及

び
「
当
該
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
九
千
円
」
と
す
る
。

前
項
の
事
業
主
で
あ
つ
て
第
十
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に

（
新
設
）

22
対
す
る
第
二
十
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
二
分
の
一
」
と

あ
る
の
は
「
三
分
の
二
」
と
、
「
三
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
十
分
の
九
」

と
す
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
が
行
う
対
象
被
保
険
者
の
令

（
新
設
）

23
和
二
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
中
に
判

定
基
礎
期
間
の
初
日
が
あ
る
休
業
等
に
係
る
第
百
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
」
と
あ
る
の
は

、
「
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
の
い
ず
れ
に
も
」
と
す
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
が
行
う
対
象
被
保
険
者
の
令

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
が
行
う
対
象
被
保
険
者
の
休

24

20

和
二
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
中
に
判

業
等
に
係
る
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適

定
基
礎
期
間
の
初
日
が
あ
る
休
業
等
に
係
る
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号

用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ

中
「
行
わ
れ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
行
わ

(２)
(ⅰ)

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「

に
規
定
す
る
判
定
基
礎
期
間

れ
る
も
の
若
し
く
は
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と

(５)

の
初
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
事
業
主
に
被
保
険
者
と
し
て
継
続
し
て
雇
用

し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
も
の
」
と
、
同
号
イ

中
「
十
五
分
の
一
」

（５）

さ
れ
た
期
間
が
六
箇
月
未
満
で
あ
る
被
保
険
者
、
解
雇
を
予
告
さ
れ
た
被
保

と
あ
る
の
は
「
三
十
分
の
一
」
と
、
「
二
十
分
の
一
」
と
あ
る
の
は
「
四
十

険
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
解
雇
を
予
告
さ
れ
た
被
保
険
者
等
」
と
、
同
号
イ

分
の
一
」
と
、
「
以
上
と
な
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
以
上
と
な
る
も
の
又

中
「
行
わ
れ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
行
わ
れ
る
も
の
若
し
く
は
労
働

は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

(２)
(ⅰ)

者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定

も
の
」
と
、
同
項
本
文
中
「
百
日
」
と
あ
る
の
は
「
百
日
に
令
和
二
年
四
月

め
る
も
の
」
と
、
同
号
イ

中
「
十
五
分
の
一
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
分
の

一
日
か
ら
令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
中
に
判
定
基
礎
期
間
の
初

(５)

一
」
と
、
「
二
十
分
の
一
」
と
あ
る
の
は
「
四
十
分
の
一
」
と
、
「
以
上
と

日
が
あ
る
休
業
等
（
当
該
休
業
等
に
つ
い
て
雇
用
調
整
助
成
金
が
支
給
さ
れ

な
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
以
上
と
な
る
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と

る
も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
日
数
を
加
え
た
日
数
」
と
す
る
。

し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
」
と
、
同
号
ロ
中
「

出
向
を
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
事
業
所
の
事
業
主
に
被
保
険
者
と
し

て
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
六
箇
月
未
満
で
あ
る
被
保
険
者
、
解
雇
を

予
告
さ
れ
た
被
保
険
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
解
雇
を
予
告
さ
れ
た
被
保
険
者

等
」
と
す
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
が
行
う
対
象
被
保
険
者
の
令

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
が
行
う
対
象
被
保
険
者
の
令

25

21
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和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
中
に
判
定
基

和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
中
に
判
定
基

礎
期
間
の
初
日
が
あ
る
教
育
訓
練
に
係
る
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の

礎
期
間
の
初
日
が
あ
る
教
育
訓
練
に
係
る
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ

中
「
所
定
労
働
時
間
内
に
行
わ
れ
る
も
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ

中
「
所
定
労
働
時
間
内
に
行
わ
れ
る
も
の

(２)
(ⅱ)

(２)
(ⅱ)

で
あ
つ
て
そ
の
受
講
日
に
お
い
て
当
該
対
象
被
保
険
者
を
業
務
に
就
か
せ
な

で
あ
つ
て
そ
の
受
講
日
に
お
い
て
当
該
対
象
被
保
険
者
を
業
務
に
就
か
せ
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
定
労
働
時
間
内
に
行
わ
れ
る

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
定
労
働
時
間
内
に
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。
」
と
す
る
。

も
の
で
あ
る
こ
と
。
」
と
す
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
が
行
う
第
三
項
の
規
定
に
よ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
が
行
う
第
三
項
の
規
定
に
よ

26

22

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
出

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
出

向
対
象
被
保
険
者
の
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま

向
対
象
被
保
険
者
の
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
ま

で
の
期
間
中
の
出
向
に
係
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ロ

で
の
期
間
中
の
出
向
に
係
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ロ

（２）

（２）

中
「
三
箇
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
箇
月
」
と
す
る
。

中
「
三
箇
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
箇
月
」
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

27

23

第
十
五
条
の
四
の
三
の
二

令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十

（
新
設
）

一
日
ま
で
の
期
間
中
に
判
定
基
礎
期
間
の
初
日
が
あ
る
休
業
等
を
行
う
第
百

二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
つ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う
経
済
上
の
理
由
に
よ
り
、
急
激
に
事
業
活
動
の
縮

小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
（
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
を
除
く
。
）
に
係
る
第
百
二
条
の
三
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
休
業
等
に
限
り
、
同
項
中
「
次
の
各
号
の
い

ず
れ
に
も
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
の
い
ず
れ
に

も
」
と
す
る
。

２

前
項
の
事
業
主
が
行
う
対
象
被
保
険
者
の
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
令

和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
中
に
判
定
基
礎
期
間
の
初
日
が
あ
る
休

業
等
に
係
る
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
号
イ

中
「
行
わ
れ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
わ
れ
る
も
の
若
し

(２)
(ⅰ)

く
は
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
職
業
安
定

局
長
が
定
め
る
も
の
」
と
す
る
。

（
労
働
保
険
料
滞
納
事
業
主
等
に
対
す
る
不
支
給
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

（
労
働
保
険
料
滞
納
事
業
主
等
に
対
す
る
不
支
給
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
十
七
条
の
五
の
二

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま

第
十
七
条
の
五
の
二

附
則
第
十
五
条
の
四
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
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で
の
期
間
中
に
判
定
基
礎
期
間
の
初
日
が
あ
る
休
業
等
を
行
つ
た
事
業
主
に

す
る
期
間
に
判
定
基
礎
期
間
の
初
日
が
あ
る
休
業
等
を
行
つ
た
事
業
主
に
対

対
す
る
第
百
二
条
の
三
第
一
項
の
雇
用
調
整
助
成
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
附

す
る
第
百
二
条
の
三
第
一
項
の
雇
用
調
整
助
成
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
附
則

則
第
十
五
条
の
四
の
三
の
規
定
に
よ
る
支
給
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
第
百

第
十
五
条
の
四
の
三
の
規
定
に
よ
る
支
給
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
第
百
二

二
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一

十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項

項
及
び
第
二
項
中
「
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
支
給
し

及
び
第
二
項
中
「
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
支
給
し
な

な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三

い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
五
条
の
四
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項

十
一
日
ま
で
の
期
間
中
に
判
定
基
礎
期
間
の
初
日
が
あ
る
休
業
等
に
つ
い
て

に
規
定
す
る
期
間
に
判
定
基
礎
期
間
の
初
日
が
あ
る
休
業
等
に
つ
い
て
、
職

、
職
業
安
定
局
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
別
段
の
定
め
を
す
る

業
安
定
局
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と

こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。

が
で
き
る
」
と
す
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


